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秦野市羽根地内「羽根森林資源活用拠点（仮称）」整備に関わる 

民間活力の導入に向けたサウンディング型市場調査 

実施要領 

令和６年１月 

１ 調査の目的 

羽根森林資源活用拠点（仮称）は、令和３年１１月に策定した「羽根スポ

ーツ広場（仮称）用地に関する土地利用方針」において『森林資源の活用拠

点を軸とした環境共生に資する土地利用』をコンセプトとした活用を図るこ

ととし、令和４年度に「羽根森林資源活用拠点（仮称）における土地利用構

想」（【資料１】以下「土地利用構想」という。）を策定しました。 

土地利用構想においては、（１）循環を生み出す（２）森に触れる（３）表

丹沢を知る、をキーワードに 

・森林資源を活用しつつ、カーボンニュートラルに貢献する拠点を目指す 

・周辺施設と連携しながら、表丹沢の本物の魅力を体験、学べる施設を目指す 

・様々な主体がかかわることで、表丹沢の多様な価値を引き出す施設を目指す 

という基本的考え方のもと、森林観光都市の実現に寄与する拠点づくりに向

け、考えられる導入機能や実現に向けた課題等について整理しています。 

本調査では、具体的な土地利用に向け、具体的な導入機能や、実現に向け

た事業手法など広く民間事業者の意向等を把握することを目的とし、土地利

用構想の具現化につながる御意見・御提案を期待しています。 

 

２ 土地利用構想について 

【資料１】羽根森林資源活用拠点（仮称）における土地利用構想のとおり 

 

３ 事業者が行う事業範囲 

事業範囲については、以下の内容を想定しています。 

(1) 拠点施設整備及び運営、維持管理に関する業務 

ア 製材加工施設 

イ 誘客施設（森林ふれあい施設） 

ウ その他の施設 

(2) 拠点整備のための開発工事に関する業務 

ア 開発敷地整備 
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※本事業は、公民連携（PPP：Public-Private-Partnership）手法による

実施を検討しています。 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ スケジュール 

調査実施の公表 

申込受付開始 

令和６年１月９日（火） 

現地見学会・説明会の参加受付期間 令和６年１月９日（火） 

～１月１９日（金）１５時 

現地見学会・説明会の開催 令和６年１月２３日（火） 

サウンディングの参加受付期間 

※ヒアリングシートを同時提出 

令和６年１月２３日（火） 

～２月６日（火）１５時 

サウンディングの実施 令和６年２月１３日（火） 

 ２月１４日（水） 

 ２月１６日（金） 

実施結果概要の公表 令和６年３月下旬（予定） 

※本調査結果を踏まえて事業実施に向けた検討を行い、令和６年度の事業

者の選定を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、

民間の創意工夫を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの 

PPP(Public-Private-Partnership) 

PFI 法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

PFI(Private-Finance-initiative) 

設計・建設 維持管理・運営 

ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ、ＲＯ方式 

ＢＴ方式 公共施設等運事業、Ｏ方式 
公共施

設等の

整備等 ＤＢＯ方式、ＥＳＣＯ 

ＤＢ方式、民間建設借上方式 指定管理者制度、包括的民間委託 

公的不

動産の

利活用 

定期借地権方式、公共所有床の活用、 

占用許可等の公的空間の利活用 等 

PPP/PFI とは 



- 3 - 

５ サウンディング型市場調査の実施概要 

(1) 対象者 

提案事業の実施主体となる意向を有し、事業の実施能力を有する民間事

業者等を対象とします。 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般

競争入札の参加者の資格）の規定に該当している事業者 

イ 秦野市一般競争入札の参加資格停止及び指定停止等措置基準（平成１

７年４月１日施行）に基づく停止措置の期間中である事業者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申

立て、及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続

き開始の申立てがされている事業者 

エ 法人及びその代表者（委任関係があるときはその受任者）に国税及び

地方税の滞納がある事業者 

オ 法人税及び消費税及び地方消費税に滞納がある事業者 

カ 法人の役員等が次のいずれかに該当している事業者 

(ｱ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）に規定する暴力団、又は暴力団若しくはそれらと密接な関係を

有する者 

(ｲ) 秦野市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）に基づく入札へ

の排除措置を受けている者 

(2) サウンディングの項目 

サウンディングの実施当日は、事前に御提出いただく「（様式３）ヒアリ

ングシート」に基づき、主に次の項目について御意見や御提案をお聞かせ

ください。 

ア 製材加工施設について 

参入意向の有無、施設概要（製材加工の概要、施設の規模等）、建設・

運営・維持管理の概要及び小規模バイオマス発熱発電施設の導入 

イ 誘客施設（森林ふれあい施設）について 

参入意向の有無、参入意向を持つ機能・サービスの概要、建設・運営・

維持管理の概要及び情報発信について 

ウ その他の施設について 

参入意向を持つ施設・機能・サービスの概要、および建設・運営・維
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持管理の概要 

エ 土地利用構想を具現化する事業やイベントに関するアイデア・提案等 

オ 開発敷地整備について 

参入意向の有無、想定される工法・概算コスト・工期事業手法 

カ 事業手法等について 

全体事業費圧縮に向けた事業手法、公民の役割分担の提案、参入の形 

態等 

キ 事業者の公募条件について 

ク 市内事業者の活用について 

ケ その他事業実施全般に関する提案・課題・問題点等について 

コ 秦野市への希望・要望等について 

 

６ サウンディングの手続き 

(1) 現地見学会・説明会の開催 

対象施設の概要等について、サウンディングへの参加を希望する事業者

向けの現地見学会・説明会を実施します。 

参加を希望される方は、「（様式１）現地見学会・説明会申込シート」を

期日までに申込先へ電子メールにて御提出ください。なお、件名には【現

地見学会・説明会参加申込】と記載してください。 

ア 申込受付期間 

令和６年１月９日（火）～１月１９日（金）午後３時まで 

イ 申込先 

問い合わせ先のとおり 

ウ 開催日時 

令和６年１月２３日（火）午後２時から 

エ 会場 

秦野市里山ふれあいセンター 

住所：〒２５９－１３０１ 秦野市羽根９８８ 

電話：０４６３－７５－１９６１ 

オ 会場までのアクセス 

(ｱ) 公共交通機関でお越しの場合 

ａ 小田急線 秦野駅より『バス』【秦１７】西田原経由「羽根行き」

で約１５分、終点「羽根」下車、徒歩約１０分 
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ｂ 小田急線 秦野駅より【秦５１】菩提経由「渋沢駅行き」・【秦５０】

菩提経由「横野入口行き」で約１０分、「羽根入口」下車、徒歩約２

０分 

(ｲ) 車でお越しの場合 

ａ 新東名高速道路 秦野丹沢スマートＩＣより約１５分 

ｂ 東名高速道路 秦野中井ＩＣより約２５分 

カ 会場までの送迎 

御希望のある場合には、秦野市役所（秦野市桜町１丁目３番２号）か

ら会場まで、送迎をいたします。 

送迎を希望する場合、「（様式１）現地見学会・説明会申込シート」で

送迎を希望する旨、御申出ください。 

なお、希望が多数ある場合には、人数制限をさせていただくこともご

ざいますので、予め御了承ください。 

(2) サウンディングの参加申込 

サウンディングの参加を希望する場合は、「（様式２）エントリーシート」

及び「（様式３）ヒアリングシート」に必要事項を記入し、件名を【サウン

ディング参加申込】として、申込先へ電子メールにて御提出ください。 

ア 申込受付期間 

令和６年１月２３日（火）～２月６日（火）午後３時まで 

イ 申込先 

問い合わせ先のとおり 

(3) サウンディングの日時及び場所の連絡 

サウンディングへの参加申込をいただいたグループの担当者宛に、実施

日時及び場所を電子メールにて御連絡します。希望に沿えない場合もあり

ますので、予め御了承ください。 

(4) サウンディングの実施 

ア 実施期間 

令和６年２月１３日（火）、１４日（水）、１６日（金） 

午前９時～午後５時 ※１４日は午前不可 

イ 所要時間 

３０分から１時間程度 

ウ 場所 

秦野市役所本庁舎４階 議会控室ほか 
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エ その他 

サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個

別に行います。 

(5) サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。 

なお、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウ

に配慮し、公表に当たっては事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 

 

７ 留意事項 

(1) 参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とは

なりません。 

(2) 費用負担 

現地見学会・事前説明会及びサウンディングへの参加に要する費用は、

参加事業者の負担とします。 

(3) 提出書類の取扱い等 

提出書類の著作権はそれぞれの参加者に帰属しますが、提出書類は返却

いたしません。また、本市が本調査の結果公表や今後の事業者選定に向け

た検討以外の目的で提出書類等を使用することはありません。 

(4) 追加対話への協力 

サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）や

アンケート等を実施させていただくことがあります。その際には御協力を

お願いいたします。 

 

８ 関係資料 

資料１ 羽根森林資源活用拠点（仮称）における土地利用構想 

資料２ 平面図 

参考資料１ 表丹沢魅力づくり構想 

参考資料２ 表丹沢魅力づくり構想マップ 

 

９ 問い合わせ先 

質問等がある場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。 

担当部課 秦野市環境産業部森林ふれあい課 腰塚 北村 
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住 所  神奈川県秦野市桜町１丁目３番２号 

電 話  ０４６３－８２－９６３１（直通） 

ＦＡＸ  ０４６３－８２－６２５６ 

Ｅメール shinrin-f@city.hadano.kanagawa.jp 

 


